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令和３年度守谷市地域包括支援センター事業計画の骨子（案） 

 

 

 

団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）となる令和７年（2025）年以降，一人

暮らし高齢者など，支援を必要とする高齢者が大幅に増加することが予測されて

います。介護サービスを必要とする高齢者が必要な支援を受けられるよう，サー

ビスの提供体制を確保することはもちろんのこと，医療・介護の連携を強化し，

安心して高齢者が暮らせるよう仕組みづくりが重要となっています。 

（中略） 

晩婚化や晩産化，核家族化などにより，これまで見えにくかったダブルケア＊

や 8050 問題など，制度の狭間への対応も求められるようになっており，時代の

要請に合わせた適切な支援の提供に向け，複合的な生活課題への相談体制の強化

を図っていきます。 

 

第８期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画から抜粋 

＊子育てと親や親族の介護が同時に発生する状態のこと 
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【目指すべき方向性】 

（第８期介護保険事業計画 基本目標１ 高齢者が住み慣れた地域で暮らせる仕組みづくり） 

 

相談支援体制の充実と包括的・継続的ケアマネジメントの提供 

 

 

基本理念 

住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや 

 

 

重点的取組 

総合相談支援業務の強化 

高齢者が住み慣れた地域で暮らせる仕組みづくり 



２ 

 

取組事項 

１ 総合相談支援業務の強化 

（１）地域包括支援センターの周知強化 

６地区のまちづくり協議会，市主催のイベント，民生委員等の会合へ参加

し，市民や関係機関の周知を強化します。 

（２）関係機関や団体との連携 

   地域の民生委員，介護サービス事業所や医療機関等の関係機関と連携を強

化できる体制づくりをします。 

（３）市との協働事業による相談体制の構築 

   ひとり暮らし高齢者の熱中症予防訪問等市の計画と連動した相談を実施し

ます。 

（４）アウトリーチ型相談体制の強化 

   地域の高齢者の問題を早期に把握できるよう，高齢者の訪問を計画的に実

施します。 

（５）認知症初期集中支援チームの活動 

支援が必要な認知症の方に対して早期に適切な医療や介護サービスにつ

ながるよう，地域包括支援センター職員が認知症初期集中支援チーム員とし

て活動します。 

 


